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（目的）
本制度は、若手社員の早期戦力化およびキャリア形成支援を目的とし、メンターによる継続的な育成を通じて、組織全体の人材力向上を図る。

（メンティ）
以下に該当する社員、個人事業主を育成対象者（以下メンティ）とする。
（1） キャリアランクがR1（ジュニア）、R2（スタンダード初級）、R3（スタンダード上級）に該当する者
（2） 上長、または人事部門により、育成が必要と判断された者

（メンター）
指導者（以下メンター）は、原則として入社３年以上の社員、個人事業主とし、会社が主導して候補者を選定する。
会社は、選定したメンター候補者に対し、メンティの個性・キャリア志向・育成目標を説明した上で、メンターとしての役割遂行の意思を確認し、候補者の承諾を得て最終的なペアを確定する。
業務現場の異動の有無にかかわらず、メンター・メンティのペアは育成終了まで継続するものとする。

（育成活動期間）
メンター・メンティのペアは、原則として年２回の２月、８月に確定させ、確定後は速やかにメンタリング活動を開始するものとする。メンタリングの活動期間は、６ヶ月とする。

（育成プロセス）
育成プロセスは、以下の通りとする。
（1） [bookmark: _GoBack]メンターは、メンティと相談の上、育成計画書を作成し、会社（人事部門）に提出する
（2） メンターとメンティは、育成計画に従い、定期的１on1ミーティングを含む育成活動を行う
（3） メンターは、育成活動の記録（行動計画及び実施状況など）を月次で会社（人事部門）に提出する
（4） メンターとメンティは、会社主催の中間評価、終了評価に参加し、活動成果を共有する

（手当・報酬）
会社は、社員メンターに対し、育成活動の対価としてメンター手当を支給する。
個人事業主メンターについては、手当ではなく、別途締結する業務委託契約において特約報酬として定めるものとする。
（1） 育成計画書の承認後：5万円（一律）
（2） 終了評価報告の承認後：0万円～10万円（評価結果に基づき会社が決定）
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